
   各務原市入札後審査方式一般競争入札実施要領 

                            （平成１６年１１月１日決裁） 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、本市が発注する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第

２条第１項に規定する建設工事。以下「工事」という。）、物品の調達等における入札・契

約手続について、より一層の競争性、透明性及び公平性を確保するとともに、入札参加者

の負担軽減及び入札事務の効率化を図ることを目的として実施する「入札後審査方式一般

競争入札」に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要領において「入札後審査方式一般競争入札」とは、一般競争入札に参加する

ための事前の申請手続を簡略化し、入札後に最低価格入札者から順に入札参加資格の審査

を行い、適格である者を落札者として決定する入札方式をいう。 

 （対象） 

第３条 入札後審査方式一般競争入札に付する契約は、次の各号に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定めるものとする。 

（１）土木一式工事及びほ装工事 設計額等が４千万円以上のもの 

（２）前号に掲げる以外の工事 設計額等が８千万円以上のもの 

（３）物品の調達 設計額等が１億円以上のもの 

２ 前項の規定にかかわらず、契約の内容から、各務原市指名業者審査委員会規程（昭和６

２年訓令第２号）に規定する委員会（第６条において「委員会」という。）が必要と認めた

ときは、入札後審査方式一般競争入札を行うことができるものとする。 

 （入札の公告） 

第４条 市長は、入札後審査方式一般競争入札を実施しようとするときは、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６及び各務原市契約

規則（昭和３９年規則第９号。以下「規則」という。）第２条の規定に基づき、公告するも

のとする。 

２ 前項に規定する公告は、各務原市公告式条例（昭和３８年条例第２号）第２条第２項に

規定する掲示場への掲示及び市ウェブサイトへの掲載により行うものとする。 

 （入札参加資格） 

第５条 入札に参加する者に必要な資格（以下「参加資格」という。）に関する事項として、

次の事項を公告するものとする。 

（１）各務原市競争入札参加者名簿に登載されている者であること。 

（２）施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（３）入札の公告を行う日から開札を行う日までの間に、各務原市競争入札参加資格停止措

置要綱（平成１４年９月３０日決裁。以下「参加資格停止要綱」という。）に基づく資格

停止の措置の対象となっていない者であること。 



（４）工事の請負契約については、建設業法第２７条の２３第１項の規定による経営事項審

査に係る総合評定値通知書（入札日前１年７ヶ月以内の審査基準日のうち直近のものに

係るものに限る。）の写しを提出できる者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成１６

年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。ただ

し、会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の

申立てがなされている者であっても、更生計画の認可が決定又は再生計画の認可の決定

が確定した者で、本市の参加資格に係る再審査を受けている者については、当該申立て

がなされていない者とみなす。 

（６）入札の公告を行う日から開札を行う日までの間に、各務原市が行う契約からの暴力団

排除に関する措置要綱（平成２２年７月２３日決裁）に基づく排除措置の対象となって

いない者であること。又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。 

（７）工事の請負契約については、次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者（建設

業法第２条第３項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。）でない

こと。 

ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 

イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出 

ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

（８）その他必要と認める事項 

 （参加資格の決定） 

第６条 前条の参加資格は、委員会の審議に付し、決定するものとする。 

 （設計図書等の閲覧等） 

第７条 設計図書、仕様書その他の資料については、次に掲げる方法のうち市長が指定する

方法により示すものとし、その旨並びに期間及び場所については、公告において明らかに

するものとする。 

（１）閲覧（貸出を含む。） 

（２）電子データの掲載 

２ 前項の規定により示した設計図書、仕様書その他の資料について質問がある場合は、質

問書（質問事項を記載した書面（任意様式））を電子メール又はファクシミリにより提出す

ることができるものとし、質問書の提出期間及び提出先については、公告において明らか

にするものとする。 

３ 前項に規定する質問書の提出があった場合は、その質問に対し回答するものとし、質問

に対する回答方法等については、公告において明らかにするものとする。 

 （入札参加申請） 

第８条 市長は、入札に参加しようとする者に対して、一般競争入札参加申請書（様式第１



号、様式第１号の２又は様式第２号）の提出を求めるものとし、提出期間及び提出方法に

ついては、公告において明らかにするものとする。 

 （入札及び開札の執行） 

第９条 入札書の提出期間及び提出方法並びに開札の日時及び場所については、公告におい

て明らかにするものとする。 

２ 開札は、入札者又はその代理人（以下「入札者等」という。）を立ち会わせて行うものと

する。この場合において、入札者等が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職

員を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記

録を提出することにより行われる場合であって、市長が入札事務の公正かつ適正な執行の

確保に支障がないと認めるときは、入札者等及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会

わせないことができる。 

３ 工事の請負契約については、入札書の提出に際して、工事費内訳書の提出を求めるもの

とし、その旨を公告において明らかにするものとする。 

４ 契約担当者（規則第７条に規定する契約担当者をいう。以下同じ。）は、開札後、予定価

格の制限の範囲内の価格で有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を

落札候補者として決定し、落札者の決定を保留した上で、開札を終了するものとする。 

５ 落札候補者の入札額が、低入札価格調査基準価格を下回った場合は、落札候補者に対し、

低入札価格調査制度に基づく調査を行う旨を通知するものとする。 

６ 落札候補者となるべき同価格の入札をした者が２以上ある場合は、くじによって落札候

補者を決定するものとする。 

 （参加資格の審査及び落札決定） 

第１０条 市長は、開札終了後、落札候補者から一般競争入札参加資格審査申請書（様式第

３号、様式第３号の２又は様式第４号）及び入札参加資格確認資料（以下「入札参加資格

審査申請書等」という。）の提出を求め、参加資格の審査を行い、審査の結果、参加資格を

満たしていると確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。 

２ 前項に規定する入札参加資格審査申請書等は、市長が指定した日（前項の提出を求

めた日の翌日から起算して２日以内（市の休日（各務原市の休日を定める条例（平成

３年条例第６号）第１条第１項各号に掲げる日をいう。以下同じ。）を除く。）の日）

までに持参により提出するものとする。 

３ 落札者を決定した場合は、落札者及び入札参加者に対し、速やかに通知するものとし、

その旨を公告において明らかにするものとする。 

４ 第１項の審査及び落札決定は、原則として、入札参加資格審査申請書等の提出があった

日の翌日から起算して２日以内（市の休日を除く。）に行うものとする。ただし、低入札価

格調査制度に基づく調査を実施する場合はこの限りでない。 

５ 第１項の審査の結果、参加資格を満たしていない場合は、当該落札候補者が行った入札

を無効とした上で、次順位者を新たに落札候補者とし、速やかに電話連絡により入札参加



資格審査申請書等の提出を求め、審査を行うものとする。（落札者が決定するまでは、同様

の手続を順次行うものとする。）この場合、市長が指定した日（電話連絡した日の翌日か

ら起算して２日以内（市の休日を除く。）の日）までに入札参加資格審査申請書等を提

出させ、原則として、提出のあった日の翌日から起算して２日以内（市の休日を除く。）

に落札決定を行うものとする。 

６ 第１項又は前項の審査の結果、参加資格を満たしていないと認められた者に対し、入札

参加資格不適格通知書（様式第５号、様式第５号の２又は様式第６号）を送付するものと

する。 

７ 議会の議決を必要とする請負契約の入札については、落札者が本契約を締結するまでの

間において、参加資格のいずれかを満たさなくなった場合には、当該請負契約を締結しな

い場合がある旨を公告において明らかにするものとする。この場合において、第５条第３

号及び第６号中「開札日まで」とあるのは「本契約を締結するまで」と読み替えるものと

する。 

 （参加資格を満たしていないと認められた者に対する理由の説明） 

第１１条 参加資格を満たしていないと認められた者は、前条第６項の通知をした日の翌日

から起算して７日以内（市の休日を除く。）に、市長に対して、その理由についての説明を

書面により求めることができるものとする。 

２ 参加資格を満たしていないと認められた者が説明を求める場合は、書面（任意様式）を

持参により提出するものとする。 

３ 契約担当者は、第１項の説明を求められたときは、説明を求めることができる期限の日

の翌日から起算して１０日以内（市の休日を除く。）に、説明を求めた者に対し、書面によ

り回答するものとする。 

４ 前３項の手続は、前条の事務の執行を妨げないものとする。 

 （入札の無効） 

第１２条 第４条の規定により行った公告に示した参加資格のない者及び虚偽の申告を行っ

た者のした入札並びに規則第１４条及び各務原市競争入札心得に違反した入札は無効とす

る旨を公告において明らかにするものとする。 

 （入札結果の公表） 

第１３条 契約担当者は、落札決定したときは、遅滞なく、入札結果を市ウェブサイトに掲

載するとともに、契約担当課において閲覧に供することにより公表するものとする。 

 （契約の時期） 

第１４条 各務原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和

３９年条例第４号）第２条の規定により議会の議決が必要な工事については、落札者の決

定後、請負契約（仮契約）を締結し、議決後に本契約となるものとし、その旨を公告にお

いて明らかにするものとする。 

  



（その他） 

第１５条 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものと

し、その旨を公告において明らかにするものとする。 

２ 入札参加資格審査申請書等に虚偽の記載をした場合は、参加資格停止要綱に基づき資格

停止の措置の対象となることがある旨を、公告において明らかにするものとする。 

３ この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

   附 則 

 この要領は、平成１６年１１月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年２月１日決裁） 

 この要領は、決裁の日から施行する。 

   附 則（平成１８年１０月２６日決裁） 

１ この要領は、決裁の日から施行する。 

２ この要領による改正後の各務原市建設工事入札後審査方式一般競争入札実施要領の規定 

 は、この要領の施行の日以後に行う入札から適用する。 

   附 則（平成２０年３月３１日決裁） 

 この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年９月１０日決裁） 

 この要領は、平成２０年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１１月１日決裁） 

 この要領は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２５日決裁） 

 この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日決裁） 

 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年１月１６日決裁） 

 この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年１１月１８日決裁） 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年４月１５日決裁） 

１ この要領は、令和２年４月２０日から施行する。 

２ この要領による改正後の各務原市建設工事入札後審査方式一般競争入札実施要領の規定 

は、この要領の施行の日以後に入札の公告を行う契約から適用し、同日前に公告を行った 

契約については、なお従前の例による。 

附 則（令和２年９月３０日決裁） 

１ この要領は、令和２年１１月１６日から施行する。 

２ この要領による改正後の各務原市建設工事入札後審査方式一般競争入札実施要領の規定 



は、この要領の施行の日以後に入札の公告を行う契約から適用し、同日前に公告を行った 

契約については、なお従前の例による。  

附 則（令和４年４月１日決裁） 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年１２月１６日決裁） 

１ この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この要領による改正後の各務原市建設工事入札後審査方式一般競争入札実施要領の規定 

は、この要領の施行の日以後に入札の公告を行う契約から適用し、同日前に公告を行った 

契約については、なお従前の例による。 

 



様式第１号（第８条関係） 

 

一 般 競 争 入 札 参 加 申 請 書 

（入札後審査方式一般競争入札：単体用） 

  年  月  日 

（宛先）各務原市長 

 

住    所 

商号又は名称 

代表者氏名                  

 

各務原市が発注する次の工事の一般競争入札に参加したいので申請します。 

なお、この申請書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 

記 

 

１ 入札公告日       年  月  日   

２ 工事名等 

（１）契約番号                

（２）工 事 名                              

３ 入札参加資格 

（１）資格者番号                

（２）建設業許可 

①業 種           工事   

②許可番号        許可（  －      ）第     号  

（３）経営事項審査 

①有効期限      年  月  日  

②総合評定値               

４ 連 絡 先 

所 属                            

氏 名                            

電 話 （    ）   －       ＦＡＸ （    ）   －     

 

（注）１ 事前確認の結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者は、入札に参加できないものであること。なお、

当申請書の提出がない者についても同様とする。 

２ ３の（１）は、資格者名簿の資格者番号を記載すること。 

３ ３の（２）及び（３）②は、入札公告において示す入札参加資格に係る工種について記載すること。 

 

 

 



様式第１号の２（第８条関係） 

 

一 般 競 争 入 札 参 加 申 請 書 

（入札後審査方式一般競争入札：単体用） 

  年  月  日 

（宛先）各務原市長 

 

住    所 

商号又は名称 

代表者氏名                  

 

各務原市が発注する次の一般競争入札に参加したいので申請します。 

なお、この申請書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 

記 

 

１ 入札公告日       年  月  日   

２ 件 名 等 

（１）契約番号                

（２）件 名                              

３ 連 絡 先 

所 属                            

氏 名                            

電 話 （    ）   －       ＦＡＸ （    ）   －     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 事前確認の結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者は、入札に参加できないものであること。なお、

当申請書の提出がない者についても同様とする。 

 



様式第２号（第８条関係） 

一 般 競 争 入 札 参 加 申 請 書 

（入札後審査方式一般競争入札：ＪＶ用） 

  年  月  日 

（宛先）各務原市長 

共同企業体の事務所の所在地                        

共 同 企 業 体 の 名 称            特定建設工事共同企業体 

 

構成員  住    所 

（代表者） 商号又は名称 

代表者氏名                  

構成員  住    所 

商号又は名称 

代表者氏名                  

 

各務原市が発注する次の工事の一般競争入札に参加したいので申請します。 

なお、この申請書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 

記 

１ 入札公告日       年  月  日   

２ 工事名等 

（１）契約番号                

（２）工 事 名                              

３ 入札参加資格 

商号又は名称 

（１） 

資格者 

番号 

（２）建設業許可 （３）経営事項審査 
出資 

比率 ①業種 ②許可番号 ①有効期限 
②総合 

評定値 

 

 

     

工事 

      許可 

（  －      ） 

第     号 

年 月 日  
 

％ 

 

 

       許可 

（  －      ） 

第     号 

年 月 日  
 

％ 

４ 連 絡 先  所 属                            

氏 名                            

電 話 （    ）   －       ＦＡＸ （    ）   －     

 

（注）１ 事前確認の結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者は、入札に参加できないものであること。なお、

当申請書の提出がない者についても同様とする。 

２ ３の（１）は、資格者名簿の資格者番号を記載すること。 

３ ３の（２）及び（３）②は、入札公告において示す入札参加資格に係る工種について記載すること。 

４ 構成員数に応じて適宜記載すること。



様式第３号（第１０条関係）                     年  月  日 

 

一般競争入札参加資格審査申請書 

 （入札後審査方式一般競争入札：単体用） 

 

（宛先）各務原市長  

 

契約番号 

工 事 名 

工事場所 

 

上記工事の確認資料として、次の関係書類を添えて申請します。また、定められた入札参加資格の

うち、２に掲げる全ての事項に該当すること、並びにこの申請書及び添付書類の記載事項は、事実と

相違ないことを誓約します。 

 

１．添付書類 

① 工事施工実績書 

② 配置予定技術者の名簿 

③ 総合評定値通知書の写し 

④ 営業年数を証明できる書類 

 

２．誓約事項 

① 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

② 入札公告日から開札日までの間に、各務原市競争入札参加資格停止措置要綱（平成１４年９

月３０日決裁）に基づく資格停止の措置の対象となっていない者であること。 

③ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成１６年法律第７

５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法

に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされてい

る者であっても、更生計画の認可が決定又は再生計画の認可の決定が確定した者で、本市の

入札参加資格に係る再審査を受けている者については、当該申立てがなされていない者とみ

なす。 

④ 対象工事に係る設計業務等の受託者でない者又は当該受託者と資本面若しくは人事面におい

て密接な関連がない者であること。 

⑤ 入札公告日から開札日までの間に、各務原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱

（平成２２年７月２３日決裁）に基づく排除措置の対象となっていない者であること。又は

同要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。 

⑥ 次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者（建設業法（昭和２４年法律第１００号）

第２条第３項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。 

ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 

イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出 

ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

住    所 

商号又は名称 

代表者氏名                  

 



様式第３号の２（第１０条関係）                    年  月  日 

 

一般競争入札参加資格審査申請書 

 （入札後審査方式一般競争入札：単体用） 

 

（宛先）各務原市長  

 

契約番号 

件  名 

場  所 

 

上記の確認資料として、次の関係書類を添えて申請します。また、定められた入札参加資格のうち、

２に掲げる全ての事項に該当すること、並びにこの申請書及び添付書類の記載事項は、事実と相違な

いことを誓約します。 

 

１．添付書類 

・契約実績 

 

 

２．誓約事項 

① 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

② 入札公告日から開札日までの間に、各務原市競争入札参加資格停止措置要綱（平成１４年９

月３０日決裁）に基づく資格停止の措置の対象となっていない者であること。 

③ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成１６年法律第７

５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法

に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされてい

る者であっても、更生計画の認可が決定又は再生計画の認可の決定が確定した者で、本市の

入札参加資格に係る再審査を受けている者については、当該申立てがなされていない者とみ

なす。 

④ 入札公告日から開札日までの間に、各務原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱

（平成２２年７月２３日決裁）に基づく排除措置の対象となっていない者であること。又は

同要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。 

 

 

 

 

住    所 

商号又は名称 

代表者氏名                  

 

 

 

 

 



様式第４号（第１０条関係）                         年  月  日 

一般競争入札参加資格審査申請書 

 （入札後審査方式一般競争入札：ＪＶ用） 

（宛先）各務原市長  

契約番号 

工 事 名 

工事場所 

上記工事の確認資料として、次の関係書類を添えて申請します。また、定められた入札参加資格の

うち、２に掲げる全ての事項に該当すること、並びにこの申請書及び添付書類の記載事項は、事実と

相違ないことを誓約します。 

１．添付書類 

① 特定建設工事共同企業体協定書 

② 構成員一覧表 

③ 工事施工実績書 

④ 配置予定技術者名簿 

⑤ 総合評定値通知書の写し 

⑥ 営業年数を証明できる書類 

２．誓約事項 

① 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

② 入札公告日から開札日までの間に、各務原市競争入札参加資格停止措置要綱（平成１４年９

月３０日決裁）に基づく資格停止の措置の対象となっていない者であること。 

③ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成１６年法律第７

５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法

に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされてい

る者であっても、更生計画の認可が決定又は再生計画の認可の決定が確定した者で、本市の

入札参加資格に係る再審査を受けている者については、当該申立てがなされていない者とみ

なす。 

④ 対象工事に係る設計業務等の受託者でない者又は当該受託者と資本面若しくは人事面におい

て密接な関連がない者であること。 

⑤ 入札公告日から開札日までの間に、各務原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱

（平成２２年７月２３日決裁）に基づく排除措置の対象となっていない者であること。又は

同要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。 

⑥ 次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者（建設業法（昭和２４年法律第１００号）

第２条第３項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。 

ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 

イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出 

ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

共同企業体の事務所の所在地 

共 同 企 業 体 の 名 称             特定建設工事共同企業体 

構成員   住    所 

（代表者）  商号又は名称 

代表者氏名                  

構成員   住    所 

商号又は名称 

代表者氏名                  



様式第５号（第１０条関係） 

 

入札参加資格不適格通知書 

（入札後審査方式一般競争入札：単体用） 

  年  月  日 

 

 

商号又は名称 

 

代表者氏名                    様 

 

 

 

各務原市長   

 

 

さきに入札を執行した次の工事に係る入札参加資格について、審査の結果、資格がないと認めたの

で通知します。 

なお、各務原市契約規則第１４条の規定に基づき、あなたが行った入札は無効とします。 

 

入 札 公 告 日  

入 札 日  

契 約 番 号  

工 事 名  

工 事 場 所  

入札参加資格がな 

いと認めた理由 
 

 

なお、この通知に疑義がある場合は、各務原市長に対して、その理由について説明を求めることが

できますので、その旨を記載した書面を次により提出してください。 

 

１ 提出期限     年  月  日まで（市の休日（各務原市の休日を定める条例（平成３年条

例第６号）第１条第１項各号に掲げる日）を除く。） 

２ 提出時間 午前１０時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

３ 提出場所  

 

 

 



 

様式第５号の２（第１０条関係） 

 

入札参加資格不適格通知書 

（入札後審査方式一般競争入札：単体用） 

  年  月  日 

 

 

商号又は名称 

 

代表者氏名                    様 

 

 

 

各務原市長   

 

 

さきに入札を執行した次の契約に係る入札参加資格について、審査の結果、資格がないと認めたの

で通知します。 

なお、各務原市契約規則第１４条の規定に基づき、あなたが行った入札は無効とします。 

 

入 札 公 告 日  

入 札 日  

契 約 番 号  

件 名  

場 所  

入札参加資格がな 

いと認めた理由 
 

 

なお、この通知に疑義がある場合は、各務原市長に対して、その理由について説明を求めることが

できますので、その旨を記載した書面を次により提出してください。 

 

１ 提出期限     年  月  日まで（市の休日（各務原市の休日を定める条例（平成３年条

例第６号）第１条第１項各号に掲げる日）を除く。） 

２ 提出時間 午前１０時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

３ 提出場所  



様式第６号（第１０条関係） 

 

入札参加資格不適格通知書 

（入札後審査方式一般競争入札：ＪＶ用） 

  年  月  日 

 

共同企業体の名称 

 

代表者 

 

構成員                      様 

 

構成員 

 

 

各務原市長   

 

 

さきに入札を執行した次の工事に係る入札参加資格について、審査の結果、資格がないと認めたの

で通知します。 

なお、各務原市契約規則第１４条の規定に基づき、あなたが行った入札は無効とします。 

 

入 札 公 告 日  

入 札 日  

契 約 番 号  

工 事 名  

工 事 場 所  

入札参加資格がな 

いと認めた理由 
 

 

なお、この通知に疑義がある場合は、各務原市長に対して、その理由について説明を求めることが

できますので、その旨を記載した書面を次により提出してください。 

 

１ 提出期限     年  月  日まで（市の休日（各務原市の休日を定める条例（平成３年条

例第６号）第１条第１項各号に掲げる日）を除く。） 

２ 提出時間 午前１０時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

３ 提出場所 

 


